
札幌市放課後児童健全育成事業助成金交付要綱 
 

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日 制 定  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 札 幌 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 実 施 要 綱 （ 以 下 「 実 施 要 綱 」 と

い う 。） 第 １ 条 第 ２ 項 に 基 づ き 、 民 間 児 童 育 成 会 に 対 す る 助 成 金 の 交 付 に 関 し 、 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 助 成 金 ）  

第 ２ 条  札 幌 市 は 、 実 施 要 綱 第 １ ０ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 民 間 児 童 育 成 会 登 録 通 知 書 兼 助

成 金 通 知 書 に よ り 通 知 し た 民 間 児 童 育 成 会 に 対 し 、 そ の 運 営 費 等 の 一 部 を 助 成 す る も

の と す る 。  

２   前 項 の 規 定 に よ り 民 間 児 童 育 成 会 に 助 成 す る 項 目 及 び 額 は 、別 表 １ に 定 め る 助 成 額

交 付 基 準 に 基 づ き 、 札 幌 市 の 予 算 の 範 囲 内 で 交 付 す る 。  

３  札 幌 市 が 交 付 す る 助 成 金 は 、 民 間 児 童 育 成 会 の 収 入 の 大 半 を 占 め る 財 源 で あ り 、 本

事 業 の 円 滑 な 運 営 の た め に は 事 業 完 了 前 に 助 成 金 を 交 付 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、 地

方 自 治 法 施 行 令 第 １ ６ ２ 条 第 ３ 号 に よ り 概 算 払 と す る こ と が で き る 。  

４  札 幌 市 が 交 付 す る 助 成 金 に つ い て は 、 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 実 施 に 係 る 経 費 に

の み 充 て る も の と し 、 他 の 目 的 に 使 用 し て は な ら な い 。  

５  助 成 金 の 算 出 に 係 る 細 目 に つ い て は 、 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 札 幌 市 が 定 め る

も の と す る 。  

（ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ３ 条   助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 民 間 児 童 育 成 会 は 、 札 幌 市 が 別 に 定 め る 提 出 期

限 ま で に 、 民 間 児 童 育 成 会 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 口 座 振 替 申 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 民 間 児 童 育 成 会 の 登 録 が 月 の 途 中 で な さ れ た と き は 、 登 録 さ れ た 日 の

属 す る 月 の 翌 月 か ら 助 成 金 の 額 を 計 算 す る も の と す る 。  

２  別 表 １ に 定 め る 減 免 額 分 助 成 費 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、必 要 書 類 を 添 付 し 、

札 幌 市 が 別 に 定 め る 提 出 期 限 ま で に 、 保 護 者 会 費 減 免 助 成 申 請 書 を 札 幌 市 に 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 の 対 象 と な る 児 童 の 登 録 が年度の途中でなされたとき

は、登録された日の属する月の翌月から助成金の額を計算するものとし、保護者会費の

滞納が発生している場合は対象外とする。 



３  別 表 １ に 定 め る 以 下 の 各 号 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 必 要 書 類 を 添 付 し 、 民

間 児 童 育 成 会 の 登 録 と 合 わ せ て 仮 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 放 課 後 児 童 支 援 員 等 処 遇 改 善 等 事 業  

(2) 放 課 後 児 童 支 援 員 キ ャ リ ア ア ッ プ 処 遇 改 善 事 業  

(3) 送 迎 支 援 加 算  

(4) 長 期 休 暇 支 援 加 算  

(5） 育 成 支 援 体 制 強 化 事 業  

４  前 項 に よ り 申 請 し た 場 合 に つ い て は 、 札 幌 市 が 定 め る 提 出 期 限 ま で に 、 本 申 請 書 を

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

５  別 表 １ に 定 め る 移 転 関 連 費 用 補 助 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 札 幌 市 と 事 前 協

議 の 上 、 必 要 書 類 を 添 付 し 、 移 転 関 連 費 用 補 助 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

６  別 表 １ の 別 紙 １ に 定 め る 年 度 内 運 営 支 援 費 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 札 幌 市

と 事 前 協 議 の 上 、 民 間 児 童 育 成 会 助 成 金 交 付 申 請 書 を 提 出 す る も の と す る 。  

７  別 表 １ に 定 め る 第 三 者 評 価 受 審 推 進 事 業 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 札 幌 市 と

事 前 協 議 の 上 、 必 要 書 類 を 添 付 し 、 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 第 三 者 評 価 受 審 推 進 事 業 申 請 書

を 提 出 し な く て は な ら な い 。  

８  別 表 １ に 定 め る 放 課 後 児 童 支 援 員 等 処 遇 改 善 事 業 （ 月 額 9,000 円 相 当 賃 金 改 善 ） に

つ い て 交 付 を 希 望 す る 場 合 は 、 必 要 書 類 を 添 付 し 、 札 幌 市 が 別 に 定 め る 提 出 期 限 ま で

に 賃 金 改 善 計 画 書 及 び 民 間 児 童 育 成 会 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 口 座 振 替 申 出 書 を 提 出 し 、

職 員 へ 改 善 さ れ た 賃 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

９  別 表 １ の 別 紙 ２ に 定 め る 環 境 整 備 等 支 援 助 成 に つ い て 交 付 申 請 を 行 う 場 合 は 、 必 要

書 類 を 添 付 し 、 札 幌 市 が 別 に 定 め る 期 限 ま で に 申 請 書 を 提 出 し な く て は な ら な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ４ 条  札 幌 市 は 、 前 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 か ら 第 ９ 項 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内

容 を 審 査 し 、適 正 と 認 め た と き は 交 付 額 を 決 定 し 、民 間 児 童 育 成 会 助 成 金 交 付 決 定 通

知 書 に よ り 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 助 成 金 の 額 の 基 礎 と な る 対 象 児 童 数 は 、助

成 金 交 付 月 の ２ 月 前（ た だ し 、第 １ 期 に つ い て は 登 録 時 ） に お け る 人 数 に よ り 概 算 で

算 出 す る も の と す る 。  

２  札 幌 市 は 、 前 条 第 ２ 項 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 そ の 結 果 に つ

い て 保 護 者 会 費 減 免 額 分 助 成 決 定（ 却 下 ） 通 知 書 に よ り 通 知 す る ほ か 、前 項 に よ り 交



付 額 を 通 知 す る も の と す る 。  

（ 交 付 時 期 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 交 付 は 、 年 ４ 期 に 分 け て ５ 月 、 ８ 月 、 １ １ 月 、 ２ 月 の ２ ５ 日 に 行 う も

の と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 月 に 交 付 す る 助 成 金 の 算 出 基 礎 期 間 は 次 の 各 号 の と お り と す る 。  

(1) １ 期 の 算 出 基 礎 期 間 は 、 ４ 月 か ら ６ 月 ま で の ３ か 月 分 と す る 。  

(2) ２ 期 の 算 出 基 礎 期 間 は 、 ７ 月 か ら ９ 月 ま で の ３ か 月 分 と す る 。  

(3) ３ 期 の 算 出 基 礎 期 間 は 、 １ ０ 月 か ら １ ２ 月 ま で の ３ か 月 分 と す る 。  

(4) ４ 期 の 算 出 基 礎 期 間 は 、 １ 月 か ら ３ 月 ま で の ３ か 月 分 と す る 。  

３  第 １ 項 に 規 定 す る 月 の ２ ５ 日 が 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 の 場 合 は 、 前 営 業 日 に 交 付

す る も の と す る 。  

４  札 幌 市 は 、 民 間 児 童 育 成 会 が 第 ３ 条 に 規 定 す る 提 出 期 限 ま で に 必 要 書 類 を 提 出 し な

い と き 又 は 書 類 に 不 備 が あ り 提 出 期 限 を 超 過 し た と き は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 交 付 日 に

交 付 し な い こ と が で き る 。  

５  そ の 他 、 札 幌 市 が 別 に 定 め た 申 請 の 提 出 期 限 に よ り 、 第 １ 項 の 時 期 で の 交 付 が 困 難

な 場 合 に は 、 札 幌 市 が 別 に 定 め る 時 期 に 交 付 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 助 成 金 交 付 額 の 月 次 調 整 ）  

第 ６ 条  札 幌 市 は 、 第 ５ 条 第 ２ 項 に 定 め る 算 出 基 礎 期 間 に お け る 基 礎 数 値 等 の 変 更 届 出

又 は 実 績 報 告 等 に よ る 再 算 定 額 に 差 異 が 生 じ た と き は 、 次 の 交 付 時 期 又 は 第 ７ 条 に 定

め る 事 業 実 績 報 告 に お け る 精 算 時 の 助 成 金 交 付 額 に お い て そ の 差 異 の 助 成 金 を 追 加 又

は 減 額 す る も の と す る 。  

（ 事 業 実 績 報 告 ）  

第 ７ 条  民 間 児 童 育 成 会 は 、 第 ３ 条 に つ い て 交 付 申 請 を 行 い 、 事 業 終 了 後 、 札 幌 市 が 別

に 定 め る 提 出 期 限 ま で に 必 要 書 類 を 添 付 し て 事 業 実 績 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  概 算 払 と し た 助 成 金 に つ い て は 、 前 項 の 際 に 、 併 せ て 精 算 を 行 う も の と す る 。  

３  第 ２ 項 の 精 算 に 伴 い 生 じ た 過 不 足 資 金 に つ い て は 、 年 度 内 の 予 算 に お い て 返 還 又 は

追 給 す る も の と す る 。  

（ 余 剰 金 の 取 扱 い ）  

第 ８ 条  民 間 児 童 育 成 会 は 、 育 成 会 に お け る 規 定 及 び 育 成 委 員 会 の 議 決 に 基 づ き 、 決 算



整 理 に 伴 い 生 じ た 余 剰 金 を 修 繕 及 び 退 職 金 等 に 係 る 積 立 金 及 び 保 護 者 会 費 の 軽 減 の 財

源 等 に 充 て る こ と が で き る 。  

２  解 散 又 は 登 録 が 取 り 消 し と な っ た 民 間 児 童 育 成 会 は 、 解 散 又 は 取 り 消 し と な っ た 日

（ 以 下 、 「 廃 止 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 年 度 に 係 る 民 間 児 童 育 成 会 事 業 実 績 報 告 書 に

お い て 、 廃 止 日 に お け る 残 余 財 産 に つ い て 公 正 で 公 益 に 資 す る 処 分 方 法 を 定 め 、 育 成

委 員 会 の 議 決 に よ り 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 号 又 は 前 号 の 処 置 を 実 施 し な い 場 合 又 は 実 施 し て も な お 余 剰 金 が 生 じ る 場 合 に

つ い て は 、 助 成 金 の 趣 旨 を 勘 案 し 、 札 幌 市 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 余 剰

金 の う ち 、 翌 年 度 の 第 １ 期 の 助 成 金 交 付 ま で に 支 出 し な け れ ば な ら な い 経 費 等 、 特 段

の 事 情 が あ り 札 幌 市 が 認 め た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

（ 助 成 金 返 納 及 び 返 還 命 令 ）  

第 ９ 条  民 間 児 童 育 成 会 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 、 札 幌 市 は 助 成 金 の 交 付 を 停 止

し 又 は 既 に 交 付 し た 助 成 金 の 全 部 又 は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

(1) 民 間 児 童 育 成 会 が 助 成 金 算 定 に 必 要 な 書 類 を 虚 偽 作 成 し て 提 出 す る な ど 不 正 な 手

段 に よ り 助 成 金 の 交 付 を 受 け た と き 又 は 受 け よ う と し た と き 。  

(2) 児 童 福 祉 法 、札 幌 市 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 、札 幌 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 届 出 等

に 関 す る 取 扱 要 綱 、 実 施 要 綱 及 び 当 該 要 綱 等 に 違 反 し た と き 。  

(3) 提 出 書 類 の 提 出 遅 延 等 が 相 次 ぐ な ど 、 札 幌 市 の 助 成 金 を 交 付 し て い る 団 体 と し て

適 性 を 欠 い て い る と 札 幌 市 が 認 め た と き 。  

(4) 実 施 要 綱 第 １ ４ 条 各 号 の 規 定 に よ り 民 間 児 童 育 成 会 の 登 録 を 取 り 消 し た と き 。  

(5) 民 間 児 童 育 成 会 が 助 成 金 を 受 け る こ と を 辞 退 し た と き 。  

２  札 幌 市 は 、 民 間 児 童 育 成 会 が 前 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 の 一 つ に 該 当 し 、 か つ 、 札 幌 市

の 指 導 に 従 わ な い 又 は 改 善 が 見 込 ま れ な い と 認 め た と き は 、 翌 年 度 以 降 、 当 該 民 間 児

童 育 成 会 へ の 助 成 金 の 交 付 を 行 わ な い こ と が で き る 。  

（ 施 行 細 目 ）  

第 10 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 子 ど も 未 来 局 長 が 定

め る 。  

 附 則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 元 年 ７ 月 ５ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用



す る 。  

３  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

４  この要綱は、令和２年５月 29 日から施行し、令和 2 年４月１日まで遡及して適用する。 

５ こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

６  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ５ 月 24 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

７  こ の 要 綱 は 、令 和 ３ 年 10 月 14 日 か ら 施 行 し 、令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

８  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ２ 月 16 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ３ 年 12 月 20 日 ま で 遡 及 し て 適

用 す る 。  

９  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ６ 月 10 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

10 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 12 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

11 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 11 月 21 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 10 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適

用 す る 。  

12 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 12 月 13 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ４ 年 12 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適

用 す る 。  

13 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ９ 月 28 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

14 こ の 要 綱 は 、令 和 ６ 年 11 月 15 日 か ら 施 行 し 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用

す る 。  

15 こ の 要 綱 は 、令 和 ７ 年 ２ 月 ５ 日 か ら 施 行 し 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 ま で 遡 及 し て 適 用 す

る 。  

16 別 表 １ の 別 紙 ２ の ２ 送 迎 用 バ ス の 安 全 装 置 の 設 置 及 び ３ 性 被 害 防 止 対 策 に 係 る 設

備 の 設 置 に つ い て は 、令 和 ７ 年 ３ 月 31 日 満 了 を も っ て 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、同

日 ま で に 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 に 係 る 助 成 金 に つ い て は 、 同 日 後 も 効 力 を 有 す る 。  









 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

   

   

  

 

  
 

 

     

 

  

 

  

   

 

 

  

  

 

 



  

 

 



 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

      

 

   

   

 

 

      

 

  

 

 

            

 

  

  

 

   

         

 


